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[要約1

2011年 3月11日、東日本大震災が発生し、東北地方では甚大な被害が生じた。本調査報告では、 震災から

約 1年が経過した岩手県の中小企業の状況について報告する。
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はじめに

東日本大震災から約 1年半がたつ。時間の経過と共に、生活再建だけでなく事業再建に向かう中小企業や

商庖も目立ってきた。

本調査報告では、震災から約 l年が経過した岩手県の中小製造業と商庖街の状況についてみていくことに

したい 11。製造業はユーザーや同業者からの支援を得ながら事業を再開、 一度解雇した従業員たちを再び雇

用し始めていた。また、商庖街の有志たちは仮設商店街を形成し、操業を再開していた。人びとの再起によ

り、被災地は少しずつ復興へ歩を進めつつある 。 本報告は、 2012年 2 月 22 日 ~ 24 日の 3 日間、岩手県宮古市、

野田村、久慈市の事業者を訪れた際のヒアリング調査を元にしている。

ちょうどこの頃、建物 ・工場の流出で大きな被害を受けた事業者が工場を新設していた矢先であった。そ

れらのほとんどが、固と県による被災中小企業向けの「グルー プ補助金J(中小企業等グループ施設等復旧
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整備補助事業)を受けた事業者によるものであった。この「グループ補助金jは補助率が高く、使途の自由

度も高い補助金であり、 中小企業の産業復興を大きく後押ししている。

以下では、中小企業 -事業所の復興プロセス、それを支える行政による支援制度の効果、仮設商庖街の枠

組みと適用事例に注目していきたい。

I.操業再開した中小企業

震災からl年が経過し、被災中小企業は国の「グループ補助金」を得て、再建に動き 出すところが目立っ

てきた。第 1次グループ補助金 (2011年 8月)の採択を受けた企業の事例から、どのような再建プロセスを

経たのかをまずみていくことにしたい。

1. 1年たたずして新工場で再開(富士工業)

岩手県山田町に本社を置く富士工業は、コネクター用プレス端子、金型設計製作、金型用部品の製造 ・販

売会社である。本社の宮古工場は津波の影響を受け、工場が全壊した。 2011年 8月に国の第 l次グループ補

助金に採択され、同年11月に新工場建設に着手し、 2012年 2月には操業を再開した。わたしたちは震災直後

の2011年5月1日に全壊した工場を訪れ、泥まみれにな ったプレス工場を目の当たりにしたが、その後、復

旧に向かっているという情報をうかがい、再開後すぐの2012年 2月末に再訪問した。

宮古はコネクターの産業集積地

富士工業の創業は2001年 4月、有限会社として 6人でスター 卜している。宮古市や山田11可はヒロセ電機や

エフピーを頂点に、コネクタ一生産の産業集積を形成してきた。富士工業はコネクタ ー産業を支える超精密

プレス加工業として、葛西清彦社長が山田町で新規にスター トさせた会社であった。 2004年に宮古市で宮古

工場を稼働、 2006年に第 2工場を増設すると共に山田工場を閉鎖、宮古工場に生産を集中させ、金型も自社

で製造していた。2010年には福島県いわき市にいわき工場を開設、 震災前の従業員規模は84人にまで膨らみ、

会社としても成長している矢先であった。

震災時、総務課長の野村隆氏によれば、地震の揺れそのものは大きなものとは認識しなかったとのことだ

が、葛西社長は避難所指定先であった宮古工業高校に車で避難し、野村氏は津波を見て、山側へ一目散に逃

げたという 。数日経ち、 社長が工場の様子を確認しに行くと、機械は全てダメになっていることを目の当た

りにする。たと え同じ場所で再開したとしても、仕

事をもらえないと即判断し、ユーザーへ支援を依頼

していった。一方で2010年に稼働していた福島のい

わき工場の被害はなく、機械が 5~6 台あり、従業

員が28人いたので、いわき工場で対応できる範囲で

受注を続けられたことは、事業継続にとって大き

し、。

なお、葛西社長が兼務する富士精工(コネクタ一

組立)が宮古市内に事務所があり、そちらが無事で

あったことから、富士工業も事務所として間借りす

ることになった。その後2012年 2月に山田町立関根 写真 1 津波の被害を受けた富士工業 (2011年 5月)

に新工場が完成し、同年 5月に事務所もそちらに移

転させている。
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震災後の対応

震災後、 2011年 3月15日に宮古工場の従業員を全員解雇し、失業保険の給付が受けられるようすぐに手配

した。 2012年 2月時点で宮古工場の従業員は 7人であり、いわき工場は震災前 と同じ28人である。もともと

設計者は 4人いたが、2月時点では 2人となっていた。

また震災後には取引先の日本モレックス(本社・神奈川県大和市)からプレス機 3台、矢崎部品(静岡県

掛川市・大浜工場)から I台、韓国のユーザーからも l台貸与されたことにより、富士精工の工場でできる

範囲で仕事を受注していた。また金型工業会からはワイヤーカットを貸与してもらっている。

被災中小企業への再建支援策である「グループ補助金」には、 17社で構成される「沿岸電子機器 精密機

器グループjの小ユニットとして「岩手県沿岸精密コネクター製造グループJ5杜で申請している。内訳は、

富士工業、富士精工、大村技研(釜石市、精密プレス金型 ・部品)、理工電気(大船渡市、省力機械設計)、

コシダシーズテック(宮古市、コネクタ一組立)である。この l次グループ補助金は2011年 6月公募、 同年

8月に採択が決定したものである。富士工業は建物と設備費の総額 4億3000万円のうち、補助率 4分の 3の

3 t意円を補助金で充当し、残りの 1億3000万円をいわて産業振興センターによる震災対応の無利子の高度化

資金で充てる予定であった。だが、応募段階では補助率 4分の 3の予定であったが、想定以上に採択数・補

助額が増えたことから、採択時には採択企業一律 4分の lにまで減額となった。その後、しばらく現場では

混乱がみられ、結果的には2011年12月に採択となった 3次で当初通り 4分の 3全額について補助対象となり、

それまでに採択された 1次についてもこの段階で残り 4分の 2の支払いがなされた。

写真2 新設した富士工業 (2012年 2月) 写真3 新設のコネクタ一周プレス機

新工場の椋働

こうした制度変化を受け、富士工業は l次の補助金4分の lで設備を購入し、 3次の段階で建物を整備す

ることとなった。二転三転したが、補助率 4分の 3の制度は被災企業にとって再建に向けての大きな一歩と

なっている。

新工場は山田町豊問根にあり、 2011年11月に建設に着手し、 2012年 2月に稼働を開始している。また、同

年 5月には新工場を本社工場と改め、富士精工を間借りしていた事務所を本社工場に移転している。

2月には新たに10台プレス機を導入、従業員も21人からの再スタートとなった。多くが以前に富士工業に

在籍していた再雇用の人員である。だが再雇用については助成金がないことから、人件費のやりくりに課題

を抱えている。雇用助成は2011年11月以降の新規雇用が対象となっており、再雇用は対象外となっているた

めである。

こうした課題があるものの、震災から 1年足らずで再スタートを切れたのは、情報を行政や各所から仕入

れ、綿密な再建計画を立て、補助制度をいち早く活用したからに他ならない。また、いわき工場が稼働を続

けたことから、リスク分散が図られたことによるメリットも大きいだろう 。社長の後継者である子息も20代

後半で在籍している。富士工業の再建プロセスは、地域中小企業の復興へ向けて示唆に富むケースといえよ

つ。
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2. 雇用を守るために仕事をかき集めて再開(久慈ソーイング)

被災後、早くに立ちあがった中小企業は取引先や同業者からの設備貸与や、 出来る範囲内での仕事の発注

まであらゆる支援を受けてきた。それを可能にしたのは、経営者の再開に向けての早い決断である。

次に取り 上げる企業は縫製会社である。地域の女性たちの雇用の場として長年にわたって機能して きた。

久慈市の久慈ソーイングは津波の影響を受け、工場もミシンも泥まみれでひっくり返った状態あったが、取

引先や同業者の支援を受け、 2011年 8月には本格的に事業を再開させている。

ファッション水着の縫製

久慈ソーイ ングは1983年、創業者と現社長の中田利雄氏の 2人で創業し、従業員16人、 賃貸工場からスタ

ートしている。 1970年頃から久慈はメリヤス産地として名を馳せ、工場改善事業で先進的な機械設備に対応

した縫製会社が10社ほどあった。当時、 中田社長は東京にいたが、久慈、で技術を学ぼうと20代前半で故郷に

戻ってきた。その後、横編みセーターや紳士服の縫製など2社の技術指導を経て、創業社長と 2人で久慈ソ

ーイングを起こす。

創業当時、女性用のファッション水着が流行し出した頃であり、水着の仕事を多く手がけてきた。当時は

まだ工場数が少ないこともあり、季節商品であるが年に10カ月は水着の仕事で、やっていくことができた。当

時、小杉産業(ジヤンセン)、伏見繊維工業などからロット数 1~ 2万点の仕事を受け、利益率も良かった

という。パフ守ル経済のピーク時には、 53人ほどの従業員を抱えていた。

震災前は、水着メーカ ーのエイ プリルの仕事が9割近 くを占めていた。ユーザーが企画をし、サンプルは

久慈ソーイ ング側が製造、 11月末にバイヤ一向けの展示会を開催する。実際の発注は11月からであるが、繁

忙期は 2~7 月となる 。 ロ ッ ト 数は 100~ 500個単位であり、追加注文が月単位でくる。上代価格 1 万円だと

する と加工賃は10%ほどであるという 。以前は 3割ほどであったが、中国製との競合で低下してきた。

震災前の従業員数は38人であり 、久慈の女性の雇用の場として根強い存在であったことがうかがえる。

震災後、泥まみれのミシンを洗う

3月11日当日は作業をしている最中に大きな揺れを感じ、従業員全員が駐車場に出た。中田社長は従業員

をすぐに自宅に帰した後、自身は15分ほど社内に残った。 その後、車で15分ほどの自宅に帰り、近くの高台

から津波が押し寄せる様子を目の当たりにした。その夜は余震、停電、断水となったが、ガスを使うことが

できたので、ガスで湯を沸かし、湯たんぽを抱え、自宅で一晩を過ごしたという。

翌朝 6時に工場を見に来たところ、木材や方、レキで工場に近づくことすらできなかったため、車を国道に

止め、ガレキの中を歩き工場に辿り着いた。ミシンは全て流されていたが、 ーカ所に固まってあったという 。

従業員も全員、無事であった。

余震がおさまった 2日後に、子息と共に工場を再度見に来て、ミシンや工場の具合を確認した。モーター

I ~{_ I 一一一一剛震災復活 工務 久慈ソーイング

写真 4 久慈ソーイング/技術者がミシンを調整

(2012年 2月) 写真 5 中田利雄社長



松永桂子「岩手県沿岸部の産業復興と中小企業 (2)J 77 

も基盤もばらして洗浄すると動きそうだということで、 1カ月かけて 5-6人で工場の玄関先で洗浄を始め

た。その後、業者や岩手県の県北広域振興局などに相談し、廃業した青森県五戸町の縫製工場のミシンを 5

台、有償で、譲ってもらった。大船渡の業者からは無償で10台譲り受けた。全部でミシン26台、裁断機、工具

類など使えるものを安くで、譲ってもらい、再開にこぎつけたわけで、ある。

4棟あった工場のうち 2棟はダメになったが、残った 2棟の工場を再建、泥を出し、外壁を2011年 8月に

修理し、 8月1日から本格的に再開をしている。

震災後の新たな展開

仕事を継続させるために、秋田県の同業者に相談したところ、夏以降は水着の仕事は閑散期に入るため、

カジュアルシャツの縫製の仕事を紹介してもら っている。秋田のシャツ工場に長年勤めていた人に指導を依

頼し、久慈市の緊急雇用制度を活用して2011年 5月から週に 2度指導を受けている。その指導者のツテで仕

事を回してもらい、 8月に事業を再開させている。この段階で機械、技術、得意先の 3つが揃うこととなり、

新たなカジュアルシャツの仕事も加え、震災から 5カ月で再建を果たしたことになる。

わたしたちが訪問した2012年 2月末には従業員27人にまで回復し、新規 3人以外は全て元からいた従業員

であった。震災前には38人いたので、まだ失業保険を受けている人もいるが、各人が資格の取得に励むなど、

再雇用に向けての準備を進めているとのことであり、中田社長も早くに全ての人の再雇用を果たしたい構え

であった。

また仮設工場を本社から10分ほどのところに建設し、土地面積700坪、 2階建てで、500m2分を久慈ソーイン

グ、 100m'分を他社が使用することになっていた。仮設工場は 5月に完成し 「東北グランマの仕事づくり ・

久慈工場」と名づけられ、仮設住宅に入居する主婦を集め、簡単なミシン作業や縫製ができる場となってい

る。被災地での新たな仕事づくりの場も創出し、さらなる挑戦を続けているところである。

現在は、ファッション水着65%、カジュアルシャツ35%の割合の生産で、新たに 「東北グランマの仕事づ

くり」にも乗り出し、被災地に対応した形で新たな仕事と雇用を生み出している。震災を契機に被災地の雇

用を確保するため、このように新たな仕事に踏み出す力強い中小企業が現れてきた。

1I.行政の産業復興への対応

震災から 1年を経て、中小企業の再建は各種補助金の活用や仮設工場での再開など、制度を活用しながら

前進していることがこの 2社の事例をみてもわかる。

現状では「グループ補助金jなど中小企業に対する国の支援が目立つが、国の支援を待たずして、スピー

ドが求められる状況下で独自の復興支援策に踏み切った市町村もある。事業再建の差は、こうした自治体の

支援策にある程度、左右されているとみてもよい。以下では、産業復興の支援が早かったとされる岩手県宮

古市について、中小企業サイドのニーズが刻々と変わるなかで、どのような支援策を打ち出していったのか、

そして後に続く県や国の政策にどのように対応していったのかをみていくことにしたい 2)。

1 .宮古市の対応

宮古市の津波の浸水域は、 33地区、998ヘクタールに及んだ。市全体の建物用地、幹線交通用地の21%が

浸水した。津波による死者・行方不明者は534人(死者420人、行方不明者114人)であり、被災時人口の

0.9%にあたる。

産業関係の被害は、漁港関係が127億円、養殖施設が200億円と水産関係の被害が大きい。事業所は、水産

加工、合板製造、 造船等の臨海部工業だけでなく、 中心市街地にある商庖や飲食庖も浸水の被害を受けた。
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宮古市の被災事業所

宮古市産業支援センターでは、被災事業所の調査を20日年 6月以降、毎月実施し、毎月 11日段階のデータ

を公表している。時系列の動きを鮮明に把握しており、 貴重なデータである。

震災から10カ月の2012年 1月11日時点の調査をみると、床上浸水以上の被害を受けた事業所のうち、約 6

割が事業再開に踏み出していることがわかる。被災事業所は宮古市全体で1108事業所あり、最も多いのは飲

食業や理美容庖など「その他のサービス業J524事業所 (47%)、次いで「商業J350事業所 (32%) となっ

ている。

また、宮古市の全水産加工業社57事業所のうち、 45事業所が被災した。また港湾工業地帯にあった合板製

造業も 4社が被災している。他方でコネクター産業の集積は、 2事業所が被災したが、ほとんどが海から離

れた高台に立地していたために、産業集積全体への大きな被害には至らなかった。

表 1 宮古市の業種別被災事業所

業種 | 事業所数 | 比 率

商業

旅館

運輸

その他のサービス業

水産加工業

その他の製造業

その他

合計

350 

26 

11 

524 

45 

78 

74 

1，108 

iJニ :i?;T~i市産業支援センターによる被災事業所調査。

2012年 1月11日11寺点。

1'_j~1所佐服 (2012) 36頁、[';([1-1。

32% 

2% 

1% 

47% 

4% 

7% 

7% 

100% 

表 2 宮古市の被災事業所の復旧状況

(2012年1月11日時点)

区分

事業再開

仮設 ・移転で再開

事業再開見込み

震災後に廃業

未定 ・不明

合計

出所.表 lと閉じ

事業所数

503 

148 

60 

134 

263 

1，108 

比 率

45% 

13% 

6% 

12% 

24% 

100% 

2012年 1月11日時点の被災事業所の復旧状況は、「同ーの場所での事業再開」が503事業所 (45%)、「仮

設 ・移転で再開」が148事業所 (13%)、「事業再開見込み」が60事業所 (6%)で、合計711事業所 (64%)

が事業再開に向かっている。一方で「震災後に廃業」は134事業所(12%)、「未定 不明」は263事業所

(24%)となっている。

とくに水産加工業では、 45の被災事業所のうち、 38事業所 (84%)が修理・修繕によって再開可能な状況

であったことから、 40事業所が再開している。

宮古市は他自治体と比べて、建物の流出が278事業所、解体が151事業所であり、 6割を占める679事業所

が建物の修理 ・修繕により再利用可能であったことから、再開するところが多くなっている。さらに、市が

早急に事業継続対策を打ち出したことも、再開しようと考えていた事業者にとっては大きな追い風になった

ようである。
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3月末に 「利子補給」・を打ち出す

宮古市では震災から 2週間ばかり経った3月30日に、被災事業者への支援制度の第一弾を打ち出した。被

災地自治体では最も早い産業復興支援策、事業再開対応であった。

内容は「日本政策金融公庫災害貸付-JI岩手県中小企業復旧資金Ji商工組合中央金庫災害復旧基金」につ

いて、 1000万円までの融資を対象に、その利子 ・保証料を全額、宮古市が助成するというものである。「被

災中小企業者対策利子補給事業j とし、 10年間で 2億8000万円が見込まれたが、財源は全て市の単独費での

決断であった。2012年 1月時点での申請状況は229件、補助金対象となる融資額は16億4640万円にのぼった。

また同時に、いわて産業振興センターが実施する「設備貸与jの保証料も全額、市で助成する「被災中小

企業者対策設備貸与保証料利子補給事業」も創設している。

岩手県による「修繕費補助金」

さらに、 2011年 4月末には岩手県が新たな支援策を創設。「中小企業被災資産修繕事業費補助金 (修繕費

補助金)Jと「被災工場再建支援事業費補助金 (工場再建補助金)Jである。通常、自然災害による被災事業

者への国や県の支援策は「利子補給」と「融資枠の拡大」が一般とされる。だが、岩手県はこれらの制度で

は対応できない修繕費、工場再建費に焦点を絞り、県の単独費としての補助金創設に早急にこぎつけたので

あった。

「修繕費補助金jは被災中小企業が修繕する際の修繕費を半額補助し、県が2分の l、市町村が2分の l

を負担する。商業 ・サービス業では100万円以上の修繕費及び補助金の限度額が200万円、 その他の業種が

1000万円以上の修繕費及び限度額は2000万円までである。岩手県の予算額は 6億8000万円であった。

また「工場再建補助金Jは、被災時の従業員30人以上の事業所を対象に、工場の再建費の10分の lを県と

市町村が補助するものである。負担率は県が3分の 2、市町村が3分の lである。被災時の従業員の 8割以

上を雇用することが条件とされている。

新潟県の中越沖地震の際の補助率を上回り、 全国初となった「修繕費」の半額補助は大きな反響があった。

すでに自主的に修繕していた事業所も対象で、震災発生日にさかのぼって補助対象となることも画期的だと

評価された。

宮古市における「修繕費補助金」の申請件数は199件、補助金交付予定額は 4億9000万円、市の負担額は

2億8000万円となった。さらに、宮古市では補助対象外であった整骨院なども独自に含め、市単独で、拡充し

ていることも興味深い。

宮古市産業振興部長の佐藤日出海氏は、「このニュースは、市街地の商届街や水産加工業者に瞬く問に広

がり、復興に大きな弾みがついた。宮古市の被災事業所の建物の 4割は流出・ 解体であるが、残る 6割はこ

の 『修繕費補助金』の活用が可能で、あった。宮古市の産業復興にとって最も効果的な補助金であったj と評

価している 九

2. iグループ補助金」の効果

岩手県が制度化した半額補助の「修繕費補助金jは、産業復興の早期の対応策として大きな役割を果たし

た。筆者は震災から 1カ月半経過した2011年4月末に岩手県沿岸部を訪れたが、中小企業経営者のなかには

「行政の補助制度をみてから再建策を決めるjと話していた者も少なくなかった。こうした再建の決断に迫

られつつあった企業にと って、「修繕賀補助金Jは非常に効果の大きな補助金とな ったようである。

だが当然、「修繕費補助金jは建物・工場が修理・修繕により再建可能な事業所を対象としている。その

ため全壊や流出で、再建には新築が必要な事業所は対象外とな ってしまう 。修繕資が 1億円を超えるような

ケースも除外された。 したがって、機械設備や原材料、在庫を多く抱え、被害金額の大きな製造業や水産加

工業等には「修繕費補助金」が適用できないといったケースもかなりあった。

そしてこの後、中小企業庁による「グループ補助金jの制度が具体化していくことになる。
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「グループ補助金」とは

中小企業庁の 「中小企業等グルーフ。施設等復旧整備補助事業(グループ補助金)Jは、補助率が高く、か

っ使途の自由度も高い補助金として、被災事業所の再建を後押 しする制度として機能している。

この補助金制度は、複数の中小企業等によ ってグループを構成し、復興事業計画を策定することが特徴で

ある。 国は「復興の リード役となり得る 『地域経済の中核Jを形成する中小企業等グループ」と表現してい

る。

事業の概要は表 3の通りである。 「産業活力の復活Jr被災地域の復興」だけでなく 、「コ ミュニティの再

生」や「雇用の維持Jなどを図ることが目的とされている。

また、 申請は次の 4つの類型が要件とされる。①経済取引の広がりから、地域の基幹産業・クラスター、

②雇用 ・経済の規模の大きさから重要な企業群、 ③我が国経済のサプライチェーン上、重要な企業群、 ④地

域コミュニティに不可欠な商庖街。各グループはこうした理念に配慮、しなら復興事業計画を策定する。そし

て県の計画認定審査会、国の補助事業審査委員会の審査を踏まえ、補助交付先を決定するという仕組みであ

る。

使途は、施設 設備の復旧 ・整備が中心である。補助対象経費は、建物の建設費や修繕賞、設備の購入賞

や修繕費も含まれる。補助率は中小企業の場合、 4分の 3、うち国が 2分の l、県が4分の lとなっている

(ただし大企業への補助率は 2分の l、うち国 3分の l、県 6分の 1)。

表 3 rグループ補助金」の事業概要

(1)目的

東日本大震災津波により甚大な被害を受けた地域において、県が認定した中小企業等クソレープの復

興事業計画について、国及び県が支援するごとにより、「産業活力の復活J、「被災地域の復興j、「コミ

ュニティの再生J、「雇用の維持J等を図り 、県内産業の復旧及び復興を促進することを目的とします。

(2)中小企業等グループの要件

複数の中小企業者から構成される集団であり、以下①、②のいずれにも該当すること。

①機能の重要性(以下のいずれか)

・グループ外の企業や他地域の産業にとって重要な役割を果たしていること

・事業規模や雇用規模が大きく、地域経済・ 雇用への貢献度が高いこと

・一定の地域内において、経済的・社会的に基幹となる産業群を担うグループであり、

当該地域における復興・雇用維持に不可欠であること

-地域コミュニティの維持に不可欠な商業機能を担うこと

②震災による被害の大きさ

-震災により事業所の全部文は一部に甚大な被害が生じていること

，'/'，所 :岩手県ホームページ「中小企業等グループによる胞設・設備復旧日芸術補助'J[業(1次公務)の採択について」

(h抗p://、帆帆v.p ref.iwate.jp/view. rbz?o f= 1 &i k=0&cd=33894 、 Il!I ~J: n 2012'1'-8 n 15日)より。

これまで国の補正予算を受け、 2011年 6月に第 l次募集、 9月に第2次募集、10月に第 3次募集、 2012年

1月に第 4次募集、 5月に第 5次募集がなされた。グループ補助金は青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨

城県、千葉県の 6県が対象であり、第 5次募集までに採択されたのは296グループ、補助総額2810億円、う

ち国{責が1874億円と なっている。

表4には、これま でのグルー プ補助の総額を載せている。 3次の補助総額が1651億円と突出しているのは、

1次採択案件が4分の l分の補助額しか当面補償されていなかったことにより、残り 2分の lの追加交付分

を含んでいるためである。したがって、採択事業者や自治体では、 l次採択か ら3次採択の期間、当初の 4

分の 3補助 と異なることに混乱がみられた。しかし、結果的には 3次の段階で 4分の 3補助の見通しが立ち、

採択事業者はこれを元に再建を進めていくこととなった。
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表 4 Iグループ補助金」の採択実績

区 分 募集時期 補助件数 補助総額 うち国{寅

I次 2011年 6月 28グルー プ 179億円 1191:意円

2次 2011年 9月 38グループ 234億円 156億円

3次 2011年10月 106グループ 1，651億円 1，101億円

4次 2012年 1月 32グループ 138億円 921意円

5次 2012年 5月 92グループ 608億円 406億円

合 計 296グルーフ 2，810億円 187411意円

注 .青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県の中小企業等グループが対象。

資料 .中小企業庁ホームページ 「中小企業等グルーフ。施設等復旧整1Jii]補助事業について」

( 1次ー 5次) (h仕p://www.chusho.meti.go・jp/巴arthquake2011/index.html、

閲覧日2012iF8 f=115日)より作成。

岩手県採択分について

81 

岩手県は48グルー プ、949事業所が採択を受け、補助総額570億円、うち国債380億円、県費190億円となっ

ている。被災企業の多くがグループ補助金の採択を受け、再建に踏み出しているところである。

表6は認定 -支援グループの一覧である。1次は水産加工業と造船業が目立ち、岩手県沿岸部のコア企業

を中心としたグループである。2~ 3次は地域も沿岸部南部の大船渡市や陸前高田市の企業の採択や、水産

加工業以外にも製造業、食料品、宿泊業等も目立つ。そして 5次には、より 地域も広域化 し、 卸小売業、建

設業、サービス業などに対象が拡大していっていることがみてとれる。結果的に、商庖街や中心市街地の復

興も後押しすることにつながっている。

表 5 岩手県の 「グループ補助金」の採択実績

区分 募集時期 補助件数
構成員数

補助総額 うち国債 うち県費
(事業者数)

1次 2011年 6月 8グ)1.--ーフ。 170者 77億円 511:意円 26億円

2次 2011年 9月 32クソレーフ。 29者 49億円 33億円 16億円

3次 2011年10月 19グjレー プ 218者 311億円 207億円 104億円

4次 2012年 1月

5次 2012年 5月 18グjレープ 532者 133億円 891:意円 44億円

合計 296グjレープ 949者 570億円 380億円 190億円

注 .岩手県は 4次募集は対象でなく、 5次が実質 4次募集となった。

資料 :中小企業庁ホームページ 「中小企業等グルーフ。施設等復旧整備補助事業についてJ(表 4と悶じ)、岩手県ホー

ムページ 11:1:1小企業等グループによる施設 -設備復旧終的補助事業の採択についてJ (表 3と同じ)より作成。

こうしたグループ補助金は、先にみた岩手県による 「修繕費補助金Jや、市町村単独で予算措置を講じて

いた事業もカバーすることになり、大きな役割を果たしている。とくに建物が流出あるいは全壊し、新設し

なければならない事業者にと っては再建への命綱になったことは間違いない。先述した富士工業もグループ

補助金を活用して、工場や機械設備を新設し、再稼働を始めた。震災から l年が経過する前後に、新設で立

ち上がった企業はグループ補助金の l次採択を受けたところが多いようである。
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表 6 岩手県の 「グループ補助金Jの認定・支援グループ

j:b'i成員数
区分 グループ名 グループ代表者名 代表者所在地 業組

(者)

釜石地域水住物流流通グループ 小野食品(株)等 4ti 17 釜石市 水iItl.加工業
シーサイドタウンマス トグループ大船商業開発(株) 30 大槌IIIJ 小売業

大船渡地域水産・食i日，J)II工グループ及川冷麺(株) 等 3者 36 大船渡市 水産JJII工業

l'1t- ;lt水産加工業拠点~\1 IIi1i (株)マルサ，1虚血jQ尚脂 19 久慈市 水産J)[1工業
I次ー

釜石・大鎚地区造船|剥辿グループ (株)小鮪f.lli舶工業 8 釜石市 造船業

宮古・LLI回j自滅水産加工業グループ(株)川秀 等 7者 39 宮古市・山間IIIT 水政加工業

久慈地域造船グループ 北日本造船(株) 4 久慈市 造船業

沿岸電子機部 '1，，'i~百機器グループ (株)ウェーブクレスト宮，'，工均等 4者 17 宮古市・釜石市 ?11子部品製造業

山田広域ベイサイドプラングループ(有)IJJ耐水産 7 LLI旺1111] 水産加工業等

大船渡地区造船関連グループ (有)大船波ドック 3 大船渡市 造』lI3業等
2次一

太平洋セメン ト株式会制大船波
太平洋セメン ト(株) 19 大船波市 議業等

工場グループ

釜石産業再生グループ 新日木製鍬(株) 12 釜石市 鉄鋼業等

~いわて希望の宿ネットワーク~
(有)1窪中海岸グランドホテル 16 釜石市 宿泊業等

三陸海岸観光復興プロジェクトグループ

陸前高田市水産食品加工グループ (株)かわむら 9 陸前市町市 水産加工業等

岩手県泊造組合グループ 岩手県酒造組合 24 1，長岡市 酒造業

務帯電話部品供給グループ ゆわて吉田工業(抹) 10 大船渡市 電子部品製造業

立ち上がれ!ど真ん中 ・おおっち芳tT鮮魚応 6 大槌町 水産)11]工業等

大鎚 ・山田地域舶用機械メンテ
(有)大鎚マリンテック 6 大槌町 船舶修理業

ナンス高度専門企業グループ

三|崖わかめ復活プロジェク ト 理liJf食品(妹) 12 大船渡市 水産加J:業等

宮古地産ネッ トワークグループ (有)かくりき尚出 11 宮古市 水産加工業等

陸前高田・大船波地域生コン
3次 統P商事(株) 8 大船渡市 製造業主事

クリート製造、愉送グループ 口

三陸水産復興グループ (有)ヤマキイチ尚}~~~ 5 釜石市 水産加工業

大船渡・海の宝・復興ビジョングループ 北日本水産(株) 12 大船渡市 水産加工業等

大船波地域食産業連j}~ グループ (株)アマタケ 17 大船渡市 食料品製造業等

三陸復旧 復興後方支媛
(株)釜石総業 4 釜石市 宿泊業

「釜石ビジネス ホテルグループJ
岩手県自動車強制仮興会 岩手県事業者強制11保興会

11 釜石市 自動車整備・ 販売業
釜石支部グループ 釜石支部

宮古港 ・港湾機能再生グループ 宮古港湾運送(株) 23 宮古ili 港湾運送業等

一関金属加工企業グループ (株)ー|刻L以1L製材所 10 ー|英|市 金属製品製造業等

旅館・民宿再生グループ 民宿六大工 7 大槌町 市泊業

両~地域紛光産業復旧・復興プロジェク ト 1立姑のー酒造(株) 15 関rli 1m光業等

いわて宮古街なか尚人グループ 宮古市末広IIIJn適応街振興組合 111 宮古市 卸小売業、サービス業等

岩手県自動車強制t振興会 宮古市古1 1 岩手県自助車盤的娠興会古'i~i lli部 25 宮古rIi 自動車盤的・販売業等

宮古港の漁業生産を支える 制l小売業、水産加工業、
(有)111智尚自 30 宮古市

グループ 船舶|剥辿サービス業等

消ぎ出せ!いわて・水産業復興支媛グループ(有)カワムラマリン 23 山田111]' 船舶製造・販売業等

水産加工業、例l小売業、
大槌山田水産復興グループ f::l長水産(株) 9 111田町

運送業

大凶山凹地域住宅供給グループ (有)クラモ ト塗装工芸 13 大槌町 建設業、運送業等

建設菜、コンクリート
大槌町建設産業グループ 総村建設(株) 7 大槌町

二次製品製造・販売業等

例l小売業、
鵜住居を新生する会 (株)岩手1:1:'京医療品 38 釜石市

生活関述サービス業等

釜石東部コミュニティJ悶，~クやループ (株)ウェルファ- 66 釜石市 在11小売業、サービス業等

5次岩手県産ホタテアワピの安定供給グループ(有)森有水産 8 大AI日波市 水産JJlI工業、卸小売業等

“重点港湾 .大船渡港"港湾機能 建設業、金属製品-
(材，)佐賀純 17 大船波市

復興推進グループ 機械様具製造業等

気1111地区重役復興支媛・住文化継承グループネクストハウス 4 大船渡市 建設業、建築材料卸売業

岩手県自動車整備仮興会 岩手自動車整備振興会
51 大r.liH皮市 自動車終的.!!反売業等

大f，i(i波 |塗Iffl高間グループ 大船i主市部

「恋しケセンJ観光産業復111・

í~9"!プロジェク トグルー プ
旅館海Jiill苑 33 大船渡市 宿泊業、飲食業等

おおふなと夢グループ おおふなと夢硝応iJi協同組合 49 大船渡市 在jI小売業、サービス業等

陸前高田住環境復興ネ y トワーク(株)リアス 23 陸前高田市 建設菜、迎送業等

宵古・釜石・気I111地区食品製造・ ー 食料品製造・販売業、
(株)rl:ljJl N'1j ~Ji 18 1塾i11i高間rli

物流復興ネットワー ク 運送業~:

水産加工事業復興グループ (株)村上冷凍空調設fIi，'j 7 

。 li ，'\~者合計 949 

，'-1'，所 .表 4と同 じ

|些前高1:!:Irli
，I}'ilt三加工業、 ;1[1小売業、

長l!設業等
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ill. 仮設商庖街の設置

産業復興と同時に、生活支援に関係する商業分野も徐々に立ち上がりをみせていた。注目されるのは、仮

設住宅に寄り添うよ うに設置された「仮設商庖街Jであり 、ここが核となり新たな コミュニテイが形成され

つつある。

仮設商庖街の設置前は、地元スーパーがl二|コ心となって移動販売が展開されていたところも多いよ うである。

被災地ならではのニーズに対応した動きが出始めている。ここでは仮設庖舗 -事業所の制度的枠組み、宮古

市田老に設置された仮設商店街「たろちゃんハウス」の状況についてみていくことにしたい。

1 .復興を後押しする恒設庖舗の設置

阪干111・淡路大震災以降、 自然災害により被災した事業者の復旧については、プレハブの仮設施設を整備す

ることにより 、早期の事業再開支援がなされてきた。利用は商業、工業、事務所と幅広く 、今回の震災では

商業及び水産加工業者の利用が目立つ。この仮設施設貸与整備制度は独立行政法人中小企業基盤整備機構

(以下、 中小機構)が実施しているものである。賃貸料は無料、内装費や光熱費等は自己負担となる。

被災地では仮設庖舗、仮設事務所、仮設工場等が設置され、事業の早期再開が図られてきた 4)。こ れら仮

設施設は中小機構が市町村からの要請に基づいて整備され、事業者に貸与する形を とっている。 市町村が入

居条件及び入居者を決定し、市町村と事業者間で事業契約が結ばれる。仮設施設は原則 l年以内に市町村に

無償譲渡され、その後は市町村が保有、事業再開拠点として役割を果たしていく ことになる。

震災から 1年を経た2012年 3月末の整備状況は表 7の通りである。完成していた案件は318、区画数は

1789 (区画数=事業所数とみな してよい)、 面積は12万6088m
2であった。2012年 3月時点に建設中の案件も

2012年 9月現在ではほとん ど完成 している。これらを合わせると、 406案件、2348区画、 16万5019m2となっ

ている。建設中 と完成をあわせて最も案件・ 区画数が多いのは岩手県で213案件、 1215区画であり、 全体の

過半を占めている。宮城県は100案件、 699区画であり、福島県は64案件、 326区画となっている。

表 7 仮設施設の整備状況 (2012年 3月末時点)

建設中 完成
県名

案件数 区画数 面積(日n 案件数 区画数 面積(111') 案件数

青森県 2 4 472 25 119 6，818 

岩手県 59 366 21，310 154 829 56，609 

宮城県 15 79 7，192 85 620 43，288 

福島県 12 110 9，957 52 216 18，949 

茨城県 。 。 。 l 3 180 

長野県 。 。 。 1 2 244 

合 計 88 559 38，931 318 1，789 126，088 

w所 :rl"小企業基盤控備機構ホームページ ir仮設胞設整備事業の事例jを拘11批しました」

(h此p:/h帆帆N.SJnll.go・jp/kikou/ea吋hquak巴2011/、閲覧日2012fp8月15m より作成。

27 

213 

100 

64 

1 

406 

合計

区画数 面積(m') 

123 7，290 

1，195 77，919 

699 50，480 

326 28，906 

3 180 

2 244 

2，348 165，019 

施設の仕様は、入居希望者の要望を踏まえながら、市町村と中小機構が協議 し決定 している。建物スペッ

クは 3つあり、 ①工場タイプ(6区画程度、 平屋、建築面積650m2、延床面積650m2
)、②庖舗 ・事務所タイ

プ (12区画程度、 2階建て、建築面積350m2、延べ床面積650m2
)、③庖舗 (倉庫付 き)タイプ(1区画独立、

2階建て、建築面積50m2、延床面積100m2
) となっている。仮設商庖街の場合は②に該当 し、 2階建ての造り

になっている。ただし市町村によって、 配置の仕方はまちまちであり 、直列に 3棟並べた形 (宮古市田老の

「たろちゃんハウス」など)、並列に設置した形(釜石市の「青葉公園商庖街J)などがあり、さら にはコの

字型に並置した形などもあると聞く 。
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賃料は無料であり、光熱費や共益費等は入居者の自己負担である。入居期間は 2年であるが、 1年経つと

市町村に譲渡さ れ、 その後の運用は各市町村に委ねられている。2012年 9月現在では、設置 1年が経過した

仮設施設がぼちぼち出始め、市町村への譲渡が進みつつある段階にある。

2. 恒設商庖街での結束(たろちゃんハウス)

仮設住宅の配置は、阪神 ・淡路大震災の経験を踏まえ、人びとが孤立しないように地区や集落ごとの移転

が前提とされてきた。だが実際には、応急の対応が求められたこと、 地域によって仮設住宅用に確保できた

土地に限りがあったことから、地区ごとの移転が可能であったところはさほど多くなかったようである。コ

ミュニテイの範囲も、数百戸の地区から 1棟 4-5戸程度だけの地区とまちまちである。

仮設住宅での新たなコミュニティの形成が課題となるなか、仮設住宅に隣接する仮設庖舗がその拠点とな

りつつある。宮古市田老のグリー ンビアにある共同仮設厨舗 「たろちゃんハウス」の取り組みをみていくこ

とにしたい 51。

22庖舗が並ぶ

宮古市田老は東日本大震災で、大きな被害を被った地域のひとつである。 2005年 6月に宮古市と合併してい

る。「万里の長城」と呼ばれていた高さ 10メートルの防潮堤が、 500メートルにわたってなぎ倒され、市街地

はほぼ壊滅した。田老地区の人口4434人のうち約200人近い死者・行方不明者を出した。

避難所となった「グリーンピア三陸みやこjでは、応急に仮設住宅の建設が進められ、グラウンドとテニ

スコ ート に407戸の仮設住宅が建設された。グリーンピア内には仮設の歯科診療所、薬局なども入り 、早い

段階から機能していた。ただし、高台にあることから、周辺には商j苫がなく、入居者の買い物対策が課題と

なっていた。

そこで、宮古商工会議所が、震災から 2カ月後の 5月半ばにテン トの仮設商庖街を設置、食品や日用品、

電気庖、理美容庖などが商売を再開した。この仮設商庖街は 「たろちゃん庖舗」と名づけられ、商庖主たち

によって 「たろちゃん協同組合」が設立された。テン トでの販売は 5-9月ま で続けられ、 9月25日には仮

設共同庖舗 「たろちゃんハウスJをオープンしている。中小企業基盤整備機構によって整備された。仮設商

庖街としては岩手県内では釜石市の「復興天神15商庖街J(9月15日完成)と並び、いち早いスタートを切

った。

2階建てのプレハブ庖舗が 3棟が並び、 1棟当たり 7-8庖舗、全部で、22庖舗が入居している。食料品、

精肉庖、菓子屋、飲食店、電気庖、理美容庖、公文(塾)、靴屋、時計屋、水道整備業、電気工事業などか

ら構成され、衣類の乾燥機コーナーなども設置されていた。もともとは商庖街を形成しておらず、個人庖舗

の経営であったため協同組合も組織していなかった。ただ、みな近隣で商売しており、互いによく知る仲で

あった。宮古商工会議所のメンバーであったことから、商工会議所が全面的に支援している。

写真 6 仮設共同庖舗 「たろちゃんハウス」

(2012年 2月)

写真 7 仮設食料品庖。干した魚も並ぶ
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共同利用で助け合い

共同で利用するのは庖舗だけではない。仮設テントで営業していた際には、冷蔵庫なども共同で、使ってき

た。「たろちゃん協同組合」の組合長である iYショッ プはこいしJの庖主 ・箱石英夫さんの妻、箱石文子

さんは「取引のなかったヤクルト杜が冷蔵庫 3台を無償で貸してくれた。この 3台の冷蔵庫を食料品を扱う

庖舗で、分担しながら使ってきた。助け合いの精神でやってきたj と語る。庖舗の営業時間は 9時から18時

までのところがほとんど。開庖と同時にお客が入り、立ち話に花が咲いていた。

また、庖舗の隣には 「田老サポー トセンター」が設置されている。宮古市から社会福祉法人田老和心会が

委託を受け運営しており 、誰もが気軽に施設を利用できる。建物はシ ンガポール赤十字社の寄付を受け、 岩

手県によって整備された。業務内容は、 ①来所者からの相談業務、 ②デイルームでの地域交流サロン、 ①要

支援者の見守りなどである。これらの業務を各 I人、 計3人の職員で担当している。地域交流サロンの利用

者は一日40-50人にのぼり 、憩いの場となっている。

このように仮設住宅に併設された仮設商庖やサポー トセンターは、新たな地域コミ ュニティの拠点として

機能しつつある。外に出られない「買い物弱者」を支援する存在としても注目される。ただし、仮設住宅は

2年間限定の住まいであるため、入居者は新たな住居を探さねばならない。 「たろち ゃん協同組合jを中心

に形成されつつあるコミュニティを維持していくことが次の課題となって くる。

東日本大震災の被災地の多くは、漁業を中心とした第一次産業が大きな比重を占め、「生産や仕事の場」

と「生活の場jが一体であった。コミュニテイが地域に深く根付いてきたが、今回の大震災により、これら

の場が分離することとなった。仮設住宅に併設された庖舗はこれらを新たにつなぎ合わせる役目を果たして

いる。「仮」ではあるが、生活を支える重要なコミ ュニテ ィとして機能している。

ν.産業復興に向けて

個々の事業所や企業の再建に際しては、被災状況により大きく異なるため、抱える課題や対応もケースパ

イケースであるが、再建に向けたプロセスは、概ね次の3つに分けられよ う。

第 1に、事業所・工場は被災したものの、全壊 ・流出にまで至らなかったケースである。この場合、 建

物 ・工場は修繕して利用可能かどうかが、まずひとつの焦点となる。修繕が可能で、、かっ経営者が事業を継

続させていく意欲が高い場合、 2011年の年内に再開を遂げたところが多いようである。この際、先に触れた

ように岩手県では「修繕費補助金」が大きな役割を果たした。従来の自然災害による被災事業者支援 (利子

補償、融資の拡大等)を超えて、修繕費制度は再建を急ぐ事業者にとって効果が大きな補助金となった。

第2に、事業所・工場は全壊 ・流出したが、新設の建物 ・工場で事業継続を望むケースである。多くが移

転先での再建であるが、元あった場所で再建する事業者もいる。この場合は、先述の「グループ補助金」の

活用が最も有効だったようである。 震災から 1年が経過する前後に、こうした 「グループ補助金jの活用に

よる新設工場が完成し始めていった。現在までのところ 5次にわたる採択があり、 当初の水産加工業や製一造

業から商業や建設業、宿泊施設にまで拡大をみせている。水産加工業や製造業の再建が先行してみられるが、

今後は各分野で再建が相次いでいくだろう 。

第3に、事業所 ・工場は全壊 ・流出したも のの、建物を新設する見通しが立たないケースである。そうし

た状況でも事業再開に意欲的な事業者の多くが、仮設工場 ・仮設商庖に入居した。中小企業基盤整備機構に

よる仮設工場や仮設商屈の設置は当初、 着工の遅れが指摘されてきたが、 2011年 9月以降に完成するところ

が増えていった。仮設工場や仮設商庖街の入居期限は今のところ 2年と定められているが、設置から 1年を

経過すると施設は中小機構から市町村に譲渡されるため、柔軟な運用が期待される。現況をみると中長期で

の利用を可能とするような策を講じていく必要があるだろう。庖舗を自力で再建でき る商庖主はまだ少ない。

とくに高齢の事業主が多い自営業、個人商庖、飲食庖、理美容庖等へは、期限の要件をゆるめるなど、ニー

スに即した対策が求められる。
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さらに、事業再開に向けては、新たな段階に差しかかりつつある。今後は都市計画との関係で産業復興を

進めていかなければならず、これまでよりも規制等に左右される案件が多くなってくるであろう。各自治体

の復興計画やまちづくり計画と深く関わってくる。つまり、 地盤沈下 した場所では用地のかさ上げ、区画整

備、工場団地造成を行った後の事業再開が課題となってくる。建築制限のかけ方は、被災県で対応が分かれ

ているところであり 、都市計画の進捗と合わせて産業復興の状況を注意してみていく 必要がある。

他方で、事業再開にとって雇用の問題も大きい。被災地では雇用保険(失業手当)の給付期間が210日延

長され、給付 日数は従来の90-330日から、300-540日にまでの適用となっている。ちょうど震災から 1年

半が経過 した現在 (2012年 8月)、給付期間が満了する求職者が出始めている頃である。

富士工業や久慈ソーイングのように、再開企業はいったん解雇した従業員を再雇用するケースがほとんど

である。しかし、再雇用の場合、再就職への助成金が支給されないという問題がある。逆に新規雇用した場

合の助成金は用意されている。多くの経営者が事業再開の目標を「地域の雇用 を守るため」 と語るが、制度

的には再雇用のメリフ トが得られにくいといった問題を苧んでいる。

時間の経過とともに、被災地でのニーズは刻々と変化 している。震災から I年以上が経過し、 制度や補助

金を活用して、再開に至る企業や事業者が目立ち始めてきた。今後は都市計画の進捗と産業復興の関係が政

策的に大きな焦点となっていくであろう 。
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[注1

1 )中小企業の再建がとのように行われつつあるか、 産業復興プロセスを追うべく 、震災からの時間の経過を意識しなが

ら調査報告を重ねている。震災から 1カ月半の状況は松永 [2011aJ、5カ月の状況は松永 [2011bJ [2012Jに記した。

いずれも対象は岩手県沿岸部の被災事業者と自治体である。

2 )以下、宮古市の産業復興の状況やデータについては、 2011年 4月及び7月に宮古市産業振興部長(当時、;再古市産業

支援センタ一所長)の佐藤日 Wi!if氏へのヒアリング及び佐藤 (2012)を参照した。

3 )佐藤 (2012)45頁。

4 ) 以下、仮設施設の概要については、経済産業省 I~I] 小企業庁 ・ 1:1"小企業基捻整備機構 『仮設施設整備事業ガイドハンド

ブ yク.1 (2011年 5月)、中小企業基J!I制引制緩梢「仮設施設控刊行事業の今後の取り扱いについてJ(2011年l2月)、|司

rr仮設施設覧船1事業の事伊IJJ を掲載しましたJ(2012:Q三5月)を参照した。いずれも1'1"小企業基鍛整備機梢ホームペー

ジ (http://www.smrj.go.jp/k.ikou/earthquake2011人閲覧EI20l2:4三 8月15日)より 。

5) rたろちゃんハウスJについては、松永桂子 r[調査報告]来日本大震災/仮設住宅に寄り添う仮設!古記Ii一岩手県富古

ili国老の共同仮設広告ilirたろちゃんハウスJJr地域開発JVol.572、2012年 5月号、として報告している。ここでは加

筆修正を加え将掲した。
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7巻第 l号(通巻10号)、 20日年 6)J。

1J_~jk佳子 [20llb J i災災復興に向けた12商工連携と 6次産業化の市川方策Jr u経Jす|月報j20日年10号、 2011年10月。

必水校子 [2012Ji水産JJII工業の復興と新たな仕組みの俄築J(1則的141編、第 3草)。

{補論]道の駅の震災対応と新たな展開(道の駅のだ)

補論として、道の駅の震災時の対応、その後の再建プロセスについてみていくことにしたい。三陸の沿岸

部の道の駅は大きな被災にあいながらも、住民への情報提供、食料供給拠点として大きな役割を果たしてき

た。震災後から l年を経て、全国の道の駅では防災拠点としての機能強化の動きもみられる。ここでは岩手

県北部の野田村の道の駅「のだ」の事例を紹介するiI:)。

道の駅「のだjは三陸鉄道「陸中野E駅jと同 じ敷地にあり、自動車のみならず鉄道の 「駅jともなって

おり、内外の人が行き交う拠点として機能している。三陸鉄道は津波の影響を大きく受け、まだ全線開通に

は至っていないものの、田野畑~陸中野田駅間は震災から l年後の2012年 4月に運行再開となった。

地域産業振興の拠点

岩手県下ほほ全域の市町村 では第 3セクタ一方式による「産業

開発公社」が設置されている。産業開発公社は、特産品開発・製

造・販売から、国民宿舎なとJの宿泊施設の運営、道の駅の運営ま

で、幅広く 地域産業振興に関わる事業を営んでいる。野田村では

1987年に野田村産業開発 (株)を設置、当初はワカメのボイル加

工や鮭の切り身フライ加工なとな水産加工を中心に展開していた

が、 1992年に観光物産館、1994年に道の駅 「のだ」を設置するな

ど事業を多角化させ、近年では伝統的な製塩法による「のだ塩」、

地元産「やまぶどう Jのジュースや ワイ ンを製造販売するなど、

意欲的に商品開発を重ねてきた。

震災前から力を入れてきた「のだ塩jは、薪で鉄鍋に海水を入

れて製塩する「直煮製法jで作られている。伝統的に当地に伝わ

る製塩法で、江戸時代には牛に積んで盛岡まで運んで、いたとされ

る。2007年に塩工房を設置し、 3日聞かけて塩をザルで掬いなが

写真 8 (株)のだむら/

古館美恵子さん (2012年 2月)

写真 9 道の駅のだ/三陸鉄道陸中野田駅に併設 写真10 新たに再建した「のだ塩工房」
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ら水分を飛ばし、脱水機にかけ乾燥させるという丹念な塩づくりをしていた。地元業者と連携しながら塩あ

めや塩ラーメンなどの加工品も生み出していった。

だが津波で塩工房はitされてしまった。再建に向けて準備を重ね、 2012年2月6日に国民宿舎の一角に新

たな工房を設置し、塩の製造を再開させている。

また、震災直後の2011年 4月に野田村産業開発 (株)は i(株)のだむら」に名称変更された。 「むらjを

残しておきたいという思いを反映させたものである。現在の事業は道の駅の物産館の運営、のだ塩の製造、

国民宿舎の運営であり、従業員は60人を数える。総務課長の古舘美恵子さんは道の駅の物産館の管理だけで

なく、陸中野田駅の切符販売も兼務しており、道の駅全体を管理する立場にある。

震災時の道の駅の対応

震災時、道の駅には津波は押 し寄せなかったものの、手前まで、浸水がみられた。道の駅の運営は続け、す

ぐに仮設 トイレ6基を設置している。携帯電話が通じたことから携帯電話の貸し出しなども行われた。安否

確認を含め、情報提供の拠点としても機能した。

さらに、2階の レス トラン「ぱあぷるjでは 4月半ばまで、おにぎ り、カレーライスを無料で提供した。

野菜や材料はスタッフが無料で提供、 米は支援物資として入ってきたものを使用した。11-15時まで運営し、

1日100人程度が利用したという 。レス トラン「ぱあぷるJは地元の生活改善グループの農家 ・漁家の女性

10人で運営されている。併設している農産物直売所 「ぱあぷる」は産直組合が運営してお り、こちらも農家

や漁家から構成されているが、震災から 1週間後の3月18日から営業を再開させている。被災した農家 ・漁

家も少なくなかっただろうが、利益を度外視して食料品の供給拠点として機能し続けたのであった。

また、国民宿舎はl次避難所となり約30世帯の避難場所となっていた。匡l民宿舎は発電機があ り、温泉も

あったので、避難所と して有効に機能したという 。その後も敷地内には仮設住宅が設置され、 住民の生活を

支えている。

新たな商品開発で地元の励みに

古館さんたちは、震災後、レス トランや産直のメンバーと共に、新たな商品開発に取り組んできた。道の

駅 「のだJは、三陸鉄道の駅に加え、バス停のターミナルも併設されており 、3つの「駅」を兼ねている。

そのため 「駅弁Jを開発しようということになり、地元漁協産の鮭といくらの醤油付けを使い、[鮭いく ら

弁当Jを開発。国民宿舎で製造し、 1日10個限定で販売し、人気を集めている。東京の京王百貨庖で2012年

1月に全国250点の駅弁と並んで販売したところ、全国 7位となり、 1日1200個も売れた。いく らが弁当の 3

分の 2を占め、添えたホウレン草も甘みがあるとのことで評判を呼んだ。予約販売で三陸鉄道での旅行中に

陵中野田駅で受け取ることもできる。

三陸鉄道の全線開通までまだ時間を要するが、こうした地道な地域の取り組みが真の復興につながってい

くのであろう。道の駅と鉄道の駅を兼ねており、新たな観光拠点としても魅力的に映る。塩工房の再建、新

たな商品開発など、前向きな営業姿勢が地域の人びとの再起を引き起こしているようである。

道の駅 「のだjでは、 東日本大震災を契機にさらなる 「村ーおこし」に踏み込み、地域産品の開発販売に力

を入れつつある。岩手県の道の駅の運営は市町村ごとの公社方式を採っており 、地域産品を広める役割を果

たしてきた。 地域の 「食J産業をコーデイネー 卜していくポジシヨンにあり 、新たな展開が道の駅を起点に

して生まれているようである。

注)I則前博 i2つの道の駅が交差する交流拠点一道の駅 「のだ」、 三|塗鉄道 il遊中野田駅Jを束ねる 「のだむらJ- r月
千IJ商工会J2012年 5月号を参!I((。


